
　令和３年３月に策定した新たな利府町総合計画に掲げる「将来的な単独市制移行」の実現に向け、町のさら
なる発展を目指した取り組みを行っていくため、皆さまから斬新で魅力的な政策提案を募集いたします。

　ご提案いただいた内容は、これからの市制移行に向けた町政運営の貴重な提案として参考にするほか、
検討状況については個人が特定できないようにした上で、その内容または要旨を町ホームページで公開
する場合があります。なお、原則としてお寄せいただいたご提案等に対し、個別に回答を差し上げるもの
ではありませんので、ご了承ください。

※各担当部署の事業に関する要望や、問い合わせにつきましては、各担当部署へ直接お問い合わせください。
※各公共施設に設置している「町への手紙投函箱」につきましては、７月１日をもちまして廃止いたします。

～市制移行を目指し、皆さまからの政策提案を募集します～

利府町総合計画に掲げる「政策項目」に該当する提案とします。

提案内容は次に該当するものとします。

①市制移行に向けた独自性があるもの
②町民サービス向上に関するもの
③町の活性化に関するもの
④経費の節減又は収入の増加が期待されるもの
⑤その他町政運営の改善が期待されるもの

①快適で暮らしやすい生活環境づくり
②健康で支え合える地域福祉づくり
③子どもたちの笑顔があふれる環境づくり
④活力のある地域産業づくり
⑤安心・安全に暮らせる環境づくり
⑥豊かな心を育む生きがいづくり
⑦持続可能な協働のまちづくり

政策項目

　町ホームページにある専用フォームから入力または指定様式をダウンロードし、
下記メールアドレスから送付してください。
※指定様式は役場庁舎に備え付けてあります。必要事項を記入の上、郵送または役場へ直接
　持参にて提出してください。

募集内容

応募方法

町への提案 「私の考えるリフの未来」「私の考えるリフの未来」「私の考えるリフの未来」「私の考えるリフの未来」

問　秘書政策課秘書広報係   ☎767-2112　　hisyo406@rifu-cho.com

　災害後、リフォーム業者が突然訪ねてきて「無料で点検します」、「台風で屋根瓦が浮いています」などと言われて
見てもらったら、修理が必要な箇所の写真を見せられ修理を勧められた。「保険が下りれば実費負担が無く工事が
できる、保険の申請は無料で代行する」と言われ申込書にサインした。後日、保険会社から保険の適用対象外なので
下りないと言われたため、知り合いの業者に屋根の点検をしてもらったら、修理の必要はないと言われた。事業者
にキャンセルを申し出たら「クーリングオフ期間が過ぎている、解約するには10万円を支払ってもらう」と言われ、
困っている。
　このような消費者トラブルが町内でも発生しています。悪質な修理業者が消費者の災害直後の不安を煽り、
契約を勧めるという便乗商法です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　修理箇所を指摘されても、すぐに契約せず、別の事業者から見積りを取ったり、家族や知人に相談してから
慎重に契約しましょう。また、下りる保険金で修理ができると勧誘されても、契約する前に自身が加入している
保険会社に保険適用の対象になるのかどうかなど、確認しましょう。

消費生活相談窓口  ☎767-2120
  　　　　　　　　      相談日時：火・木曜日 午前9時～午後4時
  　　　　　　　　      　　　　 （祝日・年末年始を除く）

　　　　　　　　　　  　　　　　上記日以外は 消費者ホットライン188

地震や台風等の災害に便乗した悪質な修理業者に注意！！

困ったときは泣き寝入りせず、
早めに利府町役場の消費生活相談窓口に

相談しましょう。

消費生活情報
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年
金
だ
よ
り

国
保
だ
よ
り

国保・後期・年金だより

国民健康保険被保険者証の更新について

問　町民課　国保年金係　☎７６７-２340

　現在お持ちの国民健康保険被保険者証は、有効期限が令和4年7月31日となっています。8月1日
以降にご使用いただく被保険者証は、7月中に世帯主様宛に世帯分を簡易書留郵便で送付しますので、
8月から病院等を受診する際は更新後の被保険者証を提示してください。 

　有効期限が切れた被保険者証（国民健康保険・後期高齢者医療）は、8月以降に国保年金係にご返却
していただくか、個人情報に注意し、ご自身で破棄してください。

限度額適用認定証の更新時期です
　現在、限度額適用認定証（住民税非課税世帯の方は、
限度額適用・標準負担額減額認定証）の交付を受けて
いる方は、有効期限が令和4年7月31日までとなって
います。8月以降も認定証が必要な方は、窓口にて
改めて申請が必要です。 
　なお、70歳から74歳の方については、限度額区分
によっては、認定証の交付を受けられない場合があり
ますので、詳しくはお問い合わせください。 

●更新申請受付　7月19日（火）から
●申請に必要なもの
　・国民健康保険被保険者証
　・世帯主と認定証が必要な方のマイナンバー
　　カードまたは個人番号通知カード
　・窓口に来る方の本人確認書類（別世帯の方が　
　　申請する場合は、委任状も併せて必要です） 
●申請窓口　町民課国保年金係

国民年金保険料免除・納付猶予の申請受付が始まります
　国民年金保険料の納付が経済的に困難な場合、保険料の納付が「免除」または「猶予」される制度が
あります。これまで、保険料の納付が全額または一部免除になっていた方も、7月分以降の免除を
希望するときは、改めて申請が必要です。
　ただし、全額免除または納付猶予の承認を受けていた方で、申請の際に免除申請の継続を希望した
方については、自動的に審査を行い、審査結果が本人宛に日本年金機構から通知されます。（失業など
の特例認定により、承認を受けていた方は除きます。）
　また、保険料免除（納付猶予）申請は、前年の所得を基準として審査されますので、前年の所得を
申告していない方は申告が必要です。（無収入の場合を含みます。）

【保険料免除制度】
本人・配偶者・世帯主の前年の所得が一定額以下の場合、保険料の納付が全額または一部免除され
ます。

【保険料納付猶予制度】
50歳未満の方で、本人・配偶者の前年の所得が一定額以下の場合、保険料の納付が猶予されます。

●申請受付開始日
　令和4年7月1日
●申請に必要な書類
　国民年金保険料免除・納付猶予申請書
　※失業を理由とするときは、「雇用保険受給資格者証」や「雇用保険被保険者離職票」の写しをご提出
　　ください。
　※郵送で申請される方は、マイナンバーカードの写しなどの本人確認書類を添付してください。
●申請先
　町民課国保年金係または年金事務所へ郵送してください。
　※申請書は日本年金機構のホームページからダウンロードできます。
　　URL：https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kokunen.html
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後
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後期高齢者医療の窓口負担割合の見直しについて
　令和4年10月1日から、被保険者が一定以上の所得のある世帯の方は、窓口負担割合3割の方（現役並み
所得者）を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。 
　新たに2割負担の対象となる方は、以下のとおりとなっております。詳細については、お問い合わせください。 

　世帯の窓口負担割合が2割の対象となるかどうかは、後期高齢者医療の被保険者の方の住民税課税所得金額※1
や年金収入※2をもとに、世帯単位で判定します。（令和3年中の所得をもとに判定します。） 

※1 「住民税課税所得金額」とは、住民税納税通知書の「課税標準」の額（前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除、所得
控除（基礎控除や社会保険料控除等）を差し引いた後の金額

※2 「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。
※3 「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除を差し引いた後の金額
※非課税世帯の方は1割負担となります。

窓口負担割合2割の対象となるかどうかは、主に以下の流れで判定します

いいえはい

はいいいえ

はいいいえいいえ

はいいいえ はいいいえ

同じ世帯に住民税課税所得金額が145万円以上の被保険者がいる。

同じ世帯の被保険者のうち住民税課税所得金額が
28万円以上の被保険者がいる。

被保険者本人の「年金年収※2+
その他の合計所得金額※3」が
200万円以上である。

同世帯の被保険者全員の
「年金年収※2+その他の
合計所得金額※3」の合計が
320万円以上である。

同じ世帯に被保険者が2人以上いる。

世帯全員
3割

世帯全員
1割

世帯全員
2割

世帯全員
1割2割1割

後期高齢者医療被保険者証の更新について 
　現在お持ちの被保険者証は、有効期限が令和4年7月31日までとなっています。8月1日以降にご
使用いただく被保険者証は、7月中に被保険者ごとに簡易書留郵便で送付します。今回の更新に伴い、
被保険者証の色が、これまでの「オレンジ色」から「桃色」に変わりますので、8月から病院等を受診する
際は、「桃色」の被保険者証を提示してください。 
　なお、10月から一定以上の所得のある方の病院等の窓口での負担割合が変更になることから、今回
お送りした被保険者証の有効期限は9月30日までとなっております。10月から使用する被保険者証は、
9月中に改めて郵送しますので、ご承知ください。 

後期高齢者医療保険料について
年間保険料の決まり方 ※2年に1度見直しがあります(次回は2024年度)
均等割額（加入者1人当たりの金額） 

44,640円 

所得割額（所得に応じて計算） 

  前年の総所得金額等×8.62％ 
課税限度額は66万円です。 

※給与所得者等とは、①一定額（55万円）を超える給与収入がある方、②一定額（65歳未満は 60万円、 65歳以上は125万円）を超える
　公的年金収入があり給与所得がない方です。

均等割額の軽減

同一世帯内の被保険者および世帯主の所得の合計額

43万円+10万円×（給与所得者等（※）の数-1）以下の世帯

43万円+28万5千円×世帯の被保険者数＋10万円×（給与所得者等の数-1）以下の世帯

43万円＋52万円×世帯の被保険者数＋10万円×（給与所得者等の数-1）以下の世帯

均等割軽減割合

7割
5割
2割

軽減後の均等割額

13,392円
22,320円
35,712円

7 Public Relations No.564



就
学
援
助
制
度
の
お
知
ら
せ

　
利
府
町
で
は
、
経
済
的
な
理
由
で
お
子
さ
ん

を
就
学
さ
せ
る
こ
と
が
困
難
な
保
護
者
の
方

に
、
お
子
さ
ん
の
就
学
に
か
か
る
経
費
の
一
部

（
給
食
費
や
学
用
品
費
等
）を
援
助
し
て
い
ま
す
。

●
援
助
の
対
象
と
な
る
方

　
利
府
町
内
に
住
所
を
有
し
、
公
立
の
小
・
中

学
校
に
在
学
す
る
お
子
さ
ん
が
い
る
世
帯
で
、

次
の
い
ず
れ
か
の
要
件
に
あ
て
は
ま
り
、
か
つ
、

教
育
委
員
会
が
就
学
援
助
を
必
要
と
認
め
る
方

が
対
象
と
な
り
ま
す
。

　
①
生
活
保
護
が
停
止
ま
た
は
廃
止
と
な
っ
た

世
帯

　
②
市
町
村
民
税
が
非
課
税
で
あ
る
世
帯

　

③
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し
て
い
る
世
帯

（
原
則
全
額
受
給
者
）

　
④
そ
の
他

　
・
国
民
年
金
保
険
料
免
除
世
帯

　
・
国
民
健
康
保
険
税
減
免
世
帯

　
・
生
活
福
祉
資
金
の
貸
付（
生
活
支
援
費
貸
付
）

　
　
を
受
け
て
い
る
世
帯

　
・
個
人
事
業
税
お
よ
び
固
定
資
産
税
の
減
免

を
受
け
て
い
る
世
帯

　
　
※
新
築
住
宅
に
よ
る
固
定
資
産
税
等
の
軽
減

　
　
　
は
対
象
外

　
・
右
記
に
該
当
し
な
い
方
で
、
教
育
委
員
会

の
審
査
に
よ
っ
て
経
済
的
理
由
に
よ
り
就
学

が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
世
帯

　
援
助
を
希
望
す
る
方
は
、
教
育
総
務
課
窓
口

ま
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

問　
教
育
総
務
課　
学
事
係　☎7

6
7-

2
1
7
9

7
月
10
日
㈰
は
参
議
院
議
員

通
常
選
挙
の
投
票
日
で
す

　
7
月
10
日
㈰
は
参
議
院
議
員
通
常
選
挙
の
投

票
日
で
す
。ま
だ
投
票
が
お
済
み
で
な
い
方
は
、

忘
れ
ず
に
投
票
し
ま
し
ょ
う
。

【
7
月
10
日
㈰
当
日
投
票
の
場
合
】

●
投
票
時
間　
午
前
7
時
〜
午
後
8
時

●
投
票
場
所　
入
場
券
に
記
載
し
て
あ
る
投
票
所

【
期
日
前
投
票
の
場
合
】

●
利
府
町
役
場
町
民
交
流
館（
ペ
ア・パ
ル
利
府
）

　
研
修
室

　
【
期
間
】　
6
月
23
日
㈭
〜
7
月
9
日
㈯

　
【
時
間
】　
午
前
8
時
30
分
〜
午
後
8
時

●
イ
オ
ン
モ
ー
ル
新
利
府
南
館
3
階

　
イ
オ
ン
ホ
ー
ル

　
【
期
間
】　
7
月
4
日
㈪
〜
9
日
㈯

　
【
時
間
】　
午
後
1
時
〜
午
後
7
時

問　
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

☎
7
6
7-

2
1
3
0

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
出
張
申
請
の
ご
案
内

　
仕
事
等
が
忙
し
く
て
窓
口
に
行
け
な
い
、申
請

方
法
が
分
か
ら
な
い
な
ど
の
理
由
で
、申
請
す
る

こ
と
が
難
し
い
方
々
に
対
し
て
、
職
員
が
勤
務
先

や
地
域
へ
出
向
き
、無
料
で
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

申
請
の
お
手
伝
い
を
し
ま
す
。

●
対
象
団
体

　
利
府
町
に
住
民
登
録
が
あ
り
、
申
請
を
希
望

す
る
方
が
５
人
以
上
い
る
町
内
の
企
業
や
町
内

会
・
サ
ー
ク
ル
等
の
団
体

●
実
施
日
時

　
7
月
1
日
㈮
〜
令
和
5
年
3
月
31
日
㈮

　
午
前
10
時
〜
午
後
3
時

　
（
土
日
祝
日
・
年
末
年
始
を
除
く
）

　
※
実
施
日
時
は
要
相
談
。
日
程
等
を
調
整
し
、

実
施
日
を
決
定
し
ま
す
。

●
申
込
条
件

　
申
請
団
体
が
会
場
や
町
が
持
参
す
る
機
器

の
電
源
確
保
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
回
線
を
無
償

で
提
供
で
き
る
こ
と
な
ど

　
詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問　
町
民
課  

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
係　
☎
7
6
7-

2
1
1
8

電
話
で
聞
け
る

「
防
災
情
報
テ
レ
ホ
ン
サ
ー
ビ
ス
」

　
防
災
行
政
無
線
に
よ
る
災
害
情
報
の
放
送
が
、

気
象
条
件
等
に
よ
り
聞
き
取
り
に
く
か
っ
た

場
合
に
、
放
送
か
ら
12
時
間
以
内
で
あ
れ
ば
、

内
容
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
通
話
料
は
、
個
人
負
担
と
な
り
ま
す
。

問　
【
テ
レ
ホ
ン
サ
ー
ビ
ス
】　
☎
3
5
6-

8
9
5
1

　
　
危
機
対
策
課  

危
機
管
理
係　
☎
7
6
7-

2
1
7
4

令
和
4
年
度
婚
活
イ
ベ
ン
ト

  

M
a
r
r
i
a
g
e 

p
a
r
t
y 

i
n 

R
I
F
U
を
開
催
し
ま
す

●
と　
き　
7
月
23
日
㈯ 

午
後
2
時
か
ら

●
と
こ
ろ　
民
宿
ハ
ー
バ
ー
ハ
ウ
ス
か
な
め

●
対
象
お
よ
び
参
加
費　
　

　
独
身
の
男
女
25
歳
か
ら
45
歳
の
方

　
男
性 

4
、0
0
0
円　
女
性 

2
、0
0
0
円

●
定
員　
男
女
各
10
名

●
内
容　
イ
シ
モ
チ
釣
り
・
海
上
B
B
Q
な
ど
、

多
数
の
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
を
計
画

し
て
お
り
ま
す
。

●
申
込
期
限　
7
月
8
日
㈮

●
申
込
方
法

　
下
記
Q
R
コ
ー
ド
か
ら

　
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

●
主　
催　
利
府
町

問　
秘
書
政
策
課　
政
策
係　
　

☎
7
6
7-

2
1
1
5

ま 
ち
か
ら
の

      
お
知
ら
せ

●日曜開庁日
7月10日（日） 午前9時〜午後1時

【取り扱い窓口】
転入・転出等の手続きや、
住民票等の諸証明発行、納税相談、
水道開閉栓手続き等
●マイナンバーカード交付夜間臨時窓口

7月7日（木）、21日（木） 午後7時30分まで
マイナンバーカードの受け取り
※受け取りは、前日までのご予約の方に限り

ます。各種証明書等発行、住所変更等の
手続きは受付できません。

●夜間納税相談窓口
7月29日（金） 午後8時まで

●今月の納期限
8月1日（月）
・固定資産税第2期
・国民健康保険税第2期
・後期高齢者医療保険料第1期

令和5年度採用　利府町職員採用試験のご案内
●試験区分、職種、採用予定人数および受験資格等
区分 職種 人数 受　験　資　格

初 　
級

行　政 8名
程度

　平成14年4月2日から平成17年4月1日までに生まれた方で、高校卒業程度
の学力を有する方

土　木 1名
程度

　平成5年4月2日から平成17年4月1日までに生まれた方で、高等学校等
で土木に関連のある課程・学科を専攻して卒業（令和5年3月までの卒業見込
みを含む）した方

行　政
（社会人経験）

5名
程度

　1年以上継続して週29時間以上の勤務を直近の5年間（平成29年7月1日から
令和4年6月30日まで）に、通算3年以上経験した平成5年4月2日から平成14年
4月1日までに生まれた方で、高校卒業程度の学力を有する方

●試 験 日　9月18日（日）
●会　　場　利府町役場
●申込用紙・試験案内等の配布
　7月1日（金）から、総合案内または総務課人事係で配付します。詳しくは町ホームページをご確認
ください。

●受付期間　8月4日（木）まで（必着）
●受付時間　平日の午前8時30分から午後5時15分まで

問　総務課　人事係　☎︎767-2192
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介護保険施設・ショートステイ利用時の
介護サービス費の自己負担が軽減されます
　低所得の方に対する、食費および居住（滞在）費の負担が軽減される「介護保険負担限度額認定制度」があります。
認定を受けるためには申請が必要となります。申請手続きなどの詳細は介護福祉係へお問い合わせください。

（一日あたりの自己負担額）

利用者　　
負担段階

対象となる収入状況
【※1】

預貯金等の資産要件
【※2】

居　住　費　(　円　)　
食費（円）　　　　　

【 】はショート
ステイ

ユニット
型個室

ユニット
型個室的
多床室

従来型個室
多床室

特養等 老健
療養等

第1段階 ・生活保護受給者
・老齢福祉年金の受給者

単身:1,000万円以下
夫婦:2,000万円以下 820 490 320 490 0 300

【300】

第2段階
世
帯
全
員
が
市
町
村
民
税
非
課
税

前年合計所得金額
+年金収入額が
80万円以下

単身: 650万円以下
夫婦:1,650万円以下 820 490 420 490 370 390

【600】

第3段階
①

前年合計所得金額
+年金収入額が
80万円超、
120万円以下

単身: 550万円以下
夫婦:1,550万円以下 1,310 1,310 820 1,310 370 650

【1,000】

第3段階
②

前年合計所得金額 
+年金収入額が
120万円超

単身: 500万円以下
夫婦:1,500万円以下 1,310 1,310 820 1,310 370 1,360

【1,300】

【※1】世帯…世帯を分離している配偶者を含む。年金収入額…遺族年金などの非課税年金を含みます。
【※2】第2号被保険者については、利用者負担段階にかかわらず「単身:1,000万円以下、夫婦:2,000万円以下」と

なります。 問　地域福祉課　介護福祉係　☎︎767-2198

●
と
こ
ろ　
塩
竈
市
杉
村
惇
美
術
館

●
入
場
料　
無
料

問　
塩
竈
市
杉
村
惇
美
術
館☎3

6
2-

2
5
5
5

◆
梨
～
風
の
手
作
り
講
座

　
傾
聴
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
サ
ー
ク
ル
で
す
。か
わ

い
い
手
作
り
の
フ
ク
ロ
ウ
・
ジ
グ
ソ
ー
パ
ズ
ル
・

ネ
コ
の
洗
濯
ば
さ
み
を
一
緒
に
作
り
ま
せ
ん
か
。

●
と　
き　
7
月
5
日
㈫
、19
日
㈫
、8
月
2
日
㈫

　
　
　
　
　
※
8
月
2
日
㈫
の
み
小
学
3
年
生
以
上　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
の
お
子
様
が
参
加
可
能
で
す
。

　
　
　
　
　
午
前
10
時
30
分
〜
午
前
11
時
30
分

●
と
こ
ろ　
利
府
町
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

●
参
加
費　
1
回
2
0
0
円（
材
料
費
と
し
て
）

●
持
ち
物　
ハ
サ
ミ
、
カ
ッ
タ
ー
ナ
イ
フ

●
参
加
締
切　
各
開
催
日
2
日
前
ま
で

問　
傾
聴
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
サ
ー
ク
ル
梨
～
風

　
石
川

0
9
0-

9
7
4
9-

7
7
8
2

◆
令
和
4
年
度
母
子
父
子
家
庭
等

特
別
相
談（
前
期
分
）

　
母
子
父
子
家
庭
が
抱
え
る
養
育
費
や
親
権
等
の

諸
課
題
解
決
の
た
め
、無
料
の
弁
護
士
相
談
を
実
施

し
ま
す
。各
日
程
と
も
、事
前
予
約
が
必
要
で
す
。

●
と　
き

　
①
7
月
20
日
㈬　
午
後
1
時
〜
午
後
2
時

　
②
7
月
21
日
㈭　
午
前
10
時
〜
正
午

●
と
こ
ろ

　
①
石
巻
合
同
庁
舎
内　
東
部
保
健
福
祉
事
務
所

　
②
宮
城
県
母
子
・
父
子
福
祉
セ
ン
タ
ー

●
弁
護
士

　
①
須
藤　

 

大
輔 

弁
護
士

　
②
佐
久
間 

敬
子 

弁
護
士

問　
①
東
部
保
健
福
祉
事
務
所　
母
子・障
害
班

☎
0
2
2
5-

9
5-

1
4
3
1

　
　
②
宮
城
県
母
子
・
父
子
福
祉
セ
ン
タ
ー

　
　
　
☎
0
2
2-

2
9
5-

0
0
1
3

も
よ
お
し

◆
宮
城
県
誕
生
1
5
0
周
年
記
念
講
演

　
お
よ
び
記
念
演
奏
会
を
開
催
し
ま
す

　

宮
城
県
誕
生
1
5
0
周
年
を
記
念
し
て
、

記
念
講
演（
講
師
：
東
北
大
学
名
誉
教
授 

平
川

新
氏
）お
よ
び
記
念
演
奏
会（
演
奏
：
宮
城
県

警
察
音
楽
隊
）を
開
催
し
ま
す
。

●
と　
き

　
9
月
3
日
㈯　
午
後
1
時
〜
午
後
3
時
30
分

●
と
こ
ろ　
県
庁
2
階
講
堂

●
定
員　
2
0
0
人（
応
募
多
数
の
場
合
は
抽
選
）

●
申
込
締
切

　
7
月
4
日
㈪
か
ら
、宮
城
県
1
5
0
周
年
記
念

特
設
サ
イ
ト
に
募
集
案
内
を
掲
載
し
ま
す
。

●
特
設
サ
イ
ト

　
https://m

iyagi150th.
　
　
　
　
　

pref.m
iyagi.jp/

問　
宮
城
県
企
画
部
企
画
総
務
課

☎
2
1
1-

3
8
7
2

◆
暮
ら
し
の
市
2
0
2
2
夏

　
〈
知
恵
と
工
夫
で
暮
ら
し
を
彩
る
〉が
テ
ー
マ

の
ク
ラ
フ
ト
マ
ー
ケ
ッ
ト
。
時
間
割
で
パ
ン
や

人
気
店
の
ボ
ッ
ク
ス
ラ
ン
チ
も
販
売
し
ま
す
。

●
と　
き　
7
月
23
日
㈯
、
24
日
㈰

　
　
　
　
　
午
前
10
時
〜
午
後
3
時

みんなの
広場

Information
インフォメーション
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